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要 約

文部科学省による「スクールソーシャルワーカー活用事業」が２００８（平成２０）年度から開始さ

れ、１０年目を迎えようとしている。この間、スクールソーシャルワーカーに対する学校現場や社

会における認知度は高まってきたものの、学校教育の中での職務上の位置づけはこれまで明確で

はなかった。そこで、本稿では、今回、法的に整備されたスクールソーシャルワーカーの専門職

としての今後の可能性や課題を明らかにすることを目的とした。

学校教育法施行規則の改正によって、スクールソーシャルワーカーは問題を抱えた児童生徒は

もとより、児童生徒を取り巻く社会環境に働きかけ、家庭、学校、地域の関係機関を繋ぎ、児童

生徒の悩みや抱えている問題の解決に向けて支援する専門職であることが法的に明示されるとと

もに、より高度な専門性が期待されている。

しかし、スクールソーシャルワーカーの職務規定が教員や事務職員の職務規定に比べて法解釈

上、低位に留められたことは、互いの職をリスペクト（尊敬）しながらそれぞれの専門性を生か

して協働する多職種連携の立場に立つと、今後の大きな課題であることが示唆された。

したがって、将来的には学校教育法等において、スクールソーシャルワーカーの職務規定が「従

事する」から「つかさどる」へ改正され、それぞれが専門職として「チーム学校」の実現を目指

して子どもたちと向き合える時代がくることが望まれる。
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１ 問題の所在

今日、学校においては、不登校やいじめ、暴力行為などの問題行動等をはじめ、発達障害、児

童虐待、子どもの貧困など児童生徒を巡る課題が山積し、ますます深刻化している。これらの課

題の背景には、児童生徒本人が有する課題とともに、児童生徒の置かれている社会環境に課題を

有することも多く、教員だけで対応することは難しい状況になってきている。

このような状況から、文部科学省は、学校における複雑化・多様化する児童生徒の課題や教職

員の負担増に対処するため、教員に加えて事務職員やスクールカウンセラー等の専門スタッフが

一体になって組織的に取り組む「チームとしての学校」（以下、「チーム学校」という。）という

新しい学校組織の在り方を提言している。

２０１５（平成２７）年１２月２１日、中央教育審議会は、以下の３つの答申を取りまとめている。

�「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について～学び合い、高め合う教員育

成コミュニティの構築に向けて～」（中教審第１８４号）

�「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について」（中教審第１８５号）（以下、「チー

ム学校答申」という。）

�「新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方と今後の

推進方策について」（中教審第１８６号）

２０１６（平成２８）年１月２５日、文部科学省は上記の３答申を受けて、その内容の具体化を推進す

るため、「『次世代の学校・地域』創生プラン～学校と地域の一体改革による地域創生～」（文部

科学大臣裁定）を公表した。同プランは、３つの答申を具体化するため、２０１６（平成２８）年度か

ら２０２０（平成３２）年度までの今後の５年間の改革スケジュールを示したものである。

「チーム学校答申」等を踏まえ、「チーム学校」の実現に向けた法規定の整備として、事務職員

の職務内容の改正及び共同学校事務室の規定の整備が行われた。また、文部科学省令においてス

クールカウンセラー（以下 SCという。）やスクールソーシャルワーカー（以下 SSWという。）、

部活動指導員についての規定を新設し、その職務を明確化した。文部科学省としては、今後その

趣旨を通知等で周知するとともに、各教育委員会を通じて「チーム学校」の実現に向けて引き続

き支援を行っていくとのことである。

ところで、文部科学省の「スクールカウンセラー等活用事業」は、１９９５（平成７）年度から開

始されている。また、「スクールソーシャルワーカー活用事業」も２００８（平成２０）年度から導入

され、SSWが児童生徒を巡る諸問題の解決に向けて支援する専門職として機能していることが

先行研究や事業報告書などで報告されている１）。

文部科学省による両活用事業の推進によって、SCや SSWに対する学校現場や社会における認

知度は高まってきたものの、学校教育の中での SCや SSWの職務上の位置づけはこれまで明確
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ではなかった。

今回、「チーム学校」の実現に向けた SC及び SSWの法的整備を受けて、「スクールカウンセ

ラー等活用事業」及び「スクールソーシャルワーカー活用事業」は新たなフェーズを迎えること

になったと言えよう。

また、鵜飼（２００８：６６）は、文部科学省の「スクールソーシャルワーカー活用事業」導入時に、

全国展開に向けた課題の１つに SSWの「専門性・固有性」をあげ、SSWとして「SCや心の相

談員、社会福祉の専門性の低い人材、退職教員等の登用に際しては、十分な吟味が必要となろう。」

と指摘していた。

そこで、本稿ではこれらのことも視野に入れて、２００８（平成２０）年度から始まった「スクール

ソーシャルワーカー活用事業」を俯瞰し、新たなフェーズにおける「スクールソーシャルワーカー

活用事業」を論じることにする。

ところで、鍋ぶた型の構造で象徴されている従来型の学校組織は、ほぼ教員で構成されていた。

しかし、学校を巡る課題が複雑化・多様化する今日、教員に加えて SCや SSWなどの専門スタッ

フ等が協働して取り組む重層型構造の新しい学校組織づくりが求められている。

荊木・森田（２０１０：４４４）は、学校における連携について、教員と SCや SSWなどの専門スタッ

フ等による多職種の連携を「専門性連携」、教員同士の従来からの連携を「均質性連携」の概念

で整理するともに、本稿でいう多職種連携、すなわち「専門性連携」の推進は、「学校が各種の

専門家と機能的に役割を分担し、チームとなって仕事をしていくような仕事文化と密接な関連を

持つ」ことを示唆している。

「チーム学校答申」（２０１５：２５）では、専門スタッフの参画について、「教員が専門スタッフに

業務を完全にバトンタッチするのではなく、両者がコラボレーションし、より良い成果を生み出

すために行うものである。」とチームによる協働を強調している。これに対して、今村・下田

（２０１６：１００）は、「チーム学校答申」（２０１５：２６）の「学校の教職員等の役割分担の転換のイメー

ジ図」を引用しながら、「チーム学校」における教員と専門スタッフの役割分担は、「ただの縦割

り業務の印象であり、チームとしてのイメージがもちづらい。」と教員と SCや SSWなどの専門

スタッフとの連携・分担の在り方について疑問を呈している。

ところで、すでに医療・保健・福祉分野では、住民ニーズの多様化、医療・相談援助技術の高

度化・専門化とともに、自らの専門性だけではなく、他の職種のことも理解・尊重した上で、多

様な専門職と協働し、患者（利用者）のニーズに応えていく多職種連携（Interprofessional Work）

が求められている。わが国の大学でも、医療・保健・福祉系の大学を中心に多職種連携教育

（Interprofessional Education IPE）への取り組みが進んでいる。わが国の大学で採用されている IPE

の定義の多くは、英国の CAIPE（Centre for the Advancement of Interprofesional Education）の定義

を基本としている。英国の CAIPEは、IPEを「複数の領域の専門職者が連携およびケアの質を

改善するために、同じ場所でともに学び、お互いから学び合いながら、お互いのことを学ぶこと」

“Interprofessional Education occurs when two or more professions learn with, from and about each other
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to improve collaboration and the quality of care”（CAIPE 2002）」と定義している２）。福祉系大学であ

る本学においても、２０１５（平成２７）年度から長崎大学医学部と連携し、多職種連携教育（共修授

業）を実践してきている３）。

今回、「チーム学校」の実現に向けた具体的な道筋として、文部科学省令によって SCや SSW

の職務上の位置づけが明確になった状況の中で、「チーム学校」が掲げる教員と専門スタッフと

の連携・分担の内容を多職種連携の立場から考察することは、「チーム学校」の実現を構想する

上で極めて重要な意義を有していると言えよう。

２ 目的及び方法

学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）が改正され、２０１７（平成２９）年４月１日から

施行されたことに伴い、これまで学校の中でその職務の根拠が不明確であった SSWの法的位置

づけが明らかになった。このことによって、「スクールソーシャルワーカー活用事業」は新たな

フェーズを迎えることになる。

そこで、文部科学省が２００８（平成２０）年度から実施している「スクールソーシャルワーカー活

用事業」を俯瞰し SSWの置かれている状況等を整理するとともに、「チーム学校」における教

員と専門スタッフとの連携・分担を多職種連携の立場から検討することを通して、法的に整備さ

れた SSWの専門職としての今後の可能性や課題を明らかにすることを目的とする。

本研究は、政策分析である。したがって、わが国の SSWを巡る先行研究及び政策文書等の文

献研究法により研究を進めた。また、先行研究及び政策文書等の出所・出典を明らかにすること

で倫理的配慮を担保した。

３ 結 果

（１）「スクールソーシャルワーカー活用事業」の展開

� SSWの配置

わが国におけるスクールソーシャルワークの実践については、一部の自治体で先駆的に取り組

まれてきた４）が、全国的な展開を見せたのは、文部科学省が２００８（平成２０）年度から「スクール

ソーシャルワーカー活用事業」を導入してからである。文部科学省（２０１０：１２０）『生徒指導提要』

によれば、SSWとは、「社会福祉の専門的な知識、技術を活用し、問題を抱えた児童生徒を取り

巻く環境に働きかけ、家庭、学校、地域の関係機関をつなぎ、児童生徒の悩みや抱えている問題

を支援する専門家」と定義されており、導入当初は全国で９４４人の配置であった。翌年、国庫委

託事業から補助事業へと制度の一部変更もあり SSWの配置人数は一時減少するものの、その後

は、SSW配置へのニーズの高まりとともに、図１に示すように２０１５（平成２７）年度には１，３９９人

まで増加している。
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なお、予算ベースであるが、２０１６（平成２８）年度には３，０４７人の SSWが、２０１７（平成２９）年

度には５，０４７人の SSWの配置が計上されている。

SSWの配置が２０１５（平成２７）年度以降急速に増加している背景には、学校において SSWの必

要性が高まったことに加えて、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」の規定により策定され

た「子供の貧困対策に関する大綱」に基づき、学校は貧困の連鎖を断ち切るためのプラットフォー

ムとして位置づけられ、SCや SSWの重点加配によるところも大きいと推測している。

さらに、２０１６（平成２８）年６月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」では２０１９（平

成３１）年度までに、SSWを全ての中学校区（約１万人）に配置することが目標とされている５）。

しかし、２０１５（平成２７）年度の予算ベースでの配置数が２，２４７人であったのに対して、実配置数

が１，３９９人に留まっていることは、今後も国の予算ベースでは SSWの配置人数は拡充していっ

ても、財政基盤が脆弱な自治体ではそのニーズを認識しつつも、国の１
３／補助だけでは SSWの配

置が予算的に厳しく、文部科学省が予算で計上した配置数目標を達成できるかが、今後の大きな

課題になっていくであろう。

� SSWの資格

文部科学省としては、SSWの選考に当たって、「社会福祉士や精神保健福祉士等の福祉に関す

る専門的な資格を有する者」が望ましいとしながらも、「地域や学校の実情に応じて、福祉や教

育の分野において、専門的な知識・技術を有する者又は活動経験の実績等がある者のうち SSW

職務内容を適切に遂行できる者」も含めてきた。表１に２００８（平成２０）年度から２０１５（平成２７）

年度までの SSWが有する資格の状況の推移を示している。これをみると、年度を重ねるごとに

社会福祉士や精神保健福祉士の割合が増加していることがわかる。表１に示すデータでは、所有

資格が重複していることが読み取れるので単純には言えないが、社会福祉士または精神保健福祉

図１ SSWの配置人数の推移
注１）平成２０年度～平成２７年度は、実配置人数。
注２）平成２８年度・平成２９年度は予算計上配置人数。
出所：「社会福祉士の現状と各種制度の動向」第８回社会保障審議会福祉部会

福祉人材確保専門委員会参考資料及び文部科学省概算要求等により筆者作成。
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士の資格を有した SSWが７８．２％を占めていることは、「スクールソーシャルワーカー活用事業

実施要領」に示す有資格者が一定数確保されており、SSWの専門性の確保の観点からは概ね達

成されつつある状況にあると言えよう。また、教員免許を有した SSWが３７．２％もいることは、

社会福祉士や精神保健福祉士の中にソーシャルワーカーとしての資質は勿論のこと、教職課程履

修を通じて教育分野における一定程度の知識と技術を経験した者が含まれていることを意味する。

SSWがケア会議の開催などメゾレベルのアプローチをより有効・円滑に遂行するためには、学

校の教育活動、生徒指導、学校文化等の理解が必要であるが、社会福祉士や精神保健福祉士とは

別に教員免許取得等を通して、学校文化に触れた経験があるということは貴重なことであると言

えよう。

� SSWの支援状況

SSWによる継続支援対象児童生徒の抱える問題と支援状況を表２に示してみたが、２０１４（平

成２６）年度と２０１３（平成２５）年度のデータで数値の傾向に大きな差異は見られなかった。そこで

本稿では、２０１４（平成２６）年度のデータをもとに支援状況を考察してみたいと思う。

第１に、SSWの職務は、貧困などを含めた家庭環境の問題から、不登校への対応、特別支援

教育、また、問題行動や非行への対応などと幅広いことがわかる。

その中で、２０１４（平成２６）年度における支援状況が最も多かったのが家庭環境の問題で１３，５６５

件（２６．２％）であった。続いて不登校への対応が１２，１８３件（２３．５％）、発達障害等に関する問題

表１ SSWが有する資格の状況 （上段：人数、下段：割合）

２００８
（平成２０）
年度

２００９
（平成２１）
年度

２０１０
（平成２２）
年度

２０１１
（平成２３）
年度

２０１２
（平成２４）
年度

２０１３
（平成２５）
年度

２０１４
（平成２６）
年度

２０１５
（平成２７）
年度

雇用した実人数 ９４４ ５５２ ６１４ ７２２ ７８４ １，００８ １，１８６ １，３９９

�社会福祉士
１８３ １８８ ２３０ ２９２ ３３１ ４４０ ５５８ ６９９

１９．４％ ３４．１％ ３７．５％ ４０．４％ ４２．２％ ４３．７％ ４７．０％ ５０．０％

�精神保健福祉
士

８８ ９３ １１８ １６６ １８２ ２４９ ２９８ ３９５

９．３％ １６．８％ １９．２％ ２３．０％ ２３．２％ ２４．７％ ２５．１％ ２８．２％
�その他社会福
祉に関する資
格

７２ ５９ ７５ １０５ ９５ １１８ １５４ １８８

７．６％ １０．７％ １２．２％ １４．５％ １２．１％ １１．７％ １３．０％ １３．４％

�教員免許
４４９ ２４０ ２３２ ２７９ ３３１ ３９９ ４２８ ５２０

４７．６％ ４３．５％ ３７．８％ ３８．６％ ４２．２％ ３９．６％ ３６．１％ ３７．２％

�心理に関する
資格

１８６ １００ ９７ １３７ １４８ １４０ １９２ ２２３

１９．７％ １８．１％ １５．８％ １９．０％ １８．９％ １３．９％ １６．２％ １５．９％
�そ の 他 SSW
の職務に関す
る技能の資格

４１ １４ ２６ ３３ ３１ ４５ ５７ ７２

４．３％ ２．５％ ４．２％ ４．６％ ４．０％ ４．５％ ４．８％ ５．１％

�資格を有して
いない

１５１ ５８ ５５ ５８ ６４ ７７ ９０ ９６

１６．０％ １０．５％ ９．０％ ８．０％ ８．２％ ７．６％ ７．６％ ６．９％

注）割合は、雇用した実人数に占める割合。
出典：「社会福祉士の現状と各種制度の動向」第８回社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会参考資料。
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が７，８２８件（１５．１％）で、これら３つで全体の約７５％を占めることになる。特に、家庭環境の問

題がトップであることから、支援を求める児童生徒や家庭にとって相談しやすい SSWの姿、問

題が深刻化する前に専門的立場から児童生徒の環境や要因をアセスメントし支援や助言を行って

いる SSWの姿が推測できる。したがって、福祉的視点から児童生徒の学校生活や教師の教育活

動を支援し、家庭との連携を図っている専門職としての SSWの支援状況を示すものであると推

測する。

逆に、対応件数が少なかったのはいじめ問題への対応で８５７件（１．７％）、続いて暴力行為への

対応が９９０件（１．９％）となっており、これらの問題は SSW以外の専門職が得意とする分野かも

しれない。

� SSWの不登校児童生徒への支援

「スクールソーシャルワーカー活用事業」が導入された時、児童生徒の問題行動の１つとして

例示されていた不登校児童生徒への支援について考察してみる。

文部科学省が毎年実施している「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」６）

では、SSWに関する単独調査項目はなく、「スクールカウンセラー等」の「等」の中に SSWに

よる活動は含まれている。したがって、直接 SSWの活動とは断定できないが、SSWの活動も一

定の役割を果たしていると考えることもできよう。

「スクールソーシャルワーカー活用事業」が導入される前の「平成１８年度児童生徒の問題行動

等生徒指導上の諸問題に関する調査」、導入後の「平成２２～２６年度児童生徒の問題行動等生徒指

導上の諸問題に関する調査調査」で、不登校児童生徒が在籍する学校の「指導の結果登校する又

はできるようになった児童生徒」に特に効果のあった学校の措置を要約したところ、表３のとお

表２ 継続支援対象児童生徒の抱える問題と支援状況 （件）

２０１４（平成２６）年度 ２０１３（平成２５）年度

継続支援対象児童生
徒の抱える問題と支
援状況

�不登校への対応 １２，１８３（２３．５） １１，２２２（２２．４）

�いじめ問題への対応 ８５７（ １．７） １，２７６（ ２．５）

�暴力行為への対応 ９９０（ １．９） １，１００（ ２．２）

�児童虐待への対応 ２，９８１（ ５．８） ２，６１５（ ５．２）

�友人関係 ２，８７５（ ５．６） ２，８２８（ ５．６）

�非行・不良行為 ２，００５（ ３．９） ２，１８６（ ４．４）

�家庭環境の問題 １３，５６５（２６．２） １２，９１３（２５．８）

	教職員等との関係の問題 １，７３８（ ３．４） １，８１４（ ３．６）


心身の健康・保健に関する問題 ３，３３３（ ６．４） ３，５４４（ ７．１）

�発達障害等に関する問題 ７，８２８（１５．１） ６，９４６（１３．８）

�その他 ３，４２７（ ６．６） ３，７５３（ ７．５）

合計 ５１，７８２（１００．０） ５０，１９７（１００．０）

注）（ ）内の数値は、全支援状況に占める割合。
出所：文部科学省（２０１５）『学校における教育相談に関する資料』により筆者作成。
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表３ 「指導の結果登校する又はできるようになった児童生徒」に特に効果のあった学校の措置の推移
（校）

区 分
２００６

（平成１８）
年度

２０１０
（平成２２）
年度

２０１１
（平成２３）
年度

２０１２
（平成２４）
年度

２０１３
（平成２５）
年度

２０１４
（平成２６）
年度

不登校児童生徒在籍学校数 １９，４７１
（１００．０）

１８，８１５
（１００．０）

１８，８２３
（１００．０）

１８，２５２
（１００．０）

１８，６９７
（１００．０）

１９，０４４
（１００．０）

学
校
内
で
の
指
導
の
改
善
工
夫

不登校の問題について、研修
会や事例研究会を通じて全教
師の共通理解を図った

７，２２９
（３７．１）

６，３０８
（３５．５）

６，４７６
（３４．６）

６，１８３
（３３．９）

５，９９２
（３２．１）

６，４１６
（３３．７）

全ての教師が当該児童生徒に
触れ合いを多くするなどして
学校全体で指導にあたった

５，９５５
（３０．６）

５，７４５
（３０．５）

５，５２６
（２９．５）

５，６３９
（３０．９）

５，７０５
（３０．６）

６，１４４
（３２．３）

教育相談担当の教師が専門的
に指導にあたった

３，３３１
（１７．１）

３，４２５
（１８．２）

３，３９２
（１８．１）

３，１２５
（１７．１）

３，２８７
（１７．６）

３，５９７
（１８．９）

養護教諭が専門的に指導にあ
たった

４，７６７
（２４．５）

４，４０４
（２３．４）

４，２４２
（２２．７）

３，８４９
（２１．３）

４，１７７
（２２．４）

４，３７７
（２３．０）

スクールカウンセラー等が専
門的に指導にあたった

７，３７２
（３７．９）

７，５５２
（４０．１）

７，５６５
（４０．４）

７，０４８
（４０．２）

７，４５４
（４０．０）

７，８０６
（４１．１）

友人関係を改善するための指
導を行った

６，２４４
（３２．１）

５，４７９
（３９．１）

５，３２３
（２８．５）

４，９３９
（２８．２）

５，２５１
（２８．２）

５，５６５
（２９．２）

教師との触れ合いを多くする
など、教師との関係を改善し
た

６，２９４
（３２．３）

６，０５１
（３２．２）

５，９７３
（３１．９）

５，５２１
（３１．５）

６，０３８
（３２．４）

６，５０３
（３４．１）

授業方法の改善、個別の指導
など授業がわかるようにする
工夫を行った

３，２９４
（１６．９）

３，３５１
（１７．８）

３，３４２
（１７．９）

２，８８０
（１６．４）

３，３６４
（１８．０）

３，６１５
（１９．０）

様々な活動の場面において本
人が意欲を持って活動できる
場を用意した

５，４２９
（２７．９）

５，２５３
（２７．９）

５，１８８
（２７．７）

４，７１７
（２６．９）

５，３１１
（２８．５）

５，７４４
（３０．２）

保健室等特別の場所に登校さ
せて指導にあたった

７，４１７
（３８．１）

７，０７７
（３７．６）

７，０４０
（３７．６）

６，２６８
（３５．８）

６，８５２
（３６．８）

７，０９７
（３７．３）

家
庭
へ
の
働
き
か
け

登校を促すため、電話をかけ
たり迎えに行くなどした

９，５９６
（４９．３）

９，３４９
（４９．７）

９，２３１
（４９．３）

８，５４０
（４８．８）

９，０３８
（４８．５）

９，６８４
（５０．９）

家庭訪問を行い、学業や生活
面での相談に乗るなど様々な
指導・援助を行った

９，９８６
（５１．３）

９，１９６
（４８．９）

９，０３２
（４８．３）

８，６９１
（４７．６）

８，７３６
（４６．９）

９，０１９
（４７．４）

保護者の協力を求めて、家族
関係や家庭生活の改善を図っ
た

７，８０４
（４０．１）

７，６００
（４０．４）

７，３５３
（３９．３）

６，６７０
（３６．５）

７，１５６
（３８．４）

７，５０３
（３９．４）

他
機
関
と
の
連
携

教育相談センター等の相談機
関と連携して指導にあたった

５，０１５
（２５．８）

４，６５４
（２４．７）

４，６０２
（２４．６）

４，２４３
（２３．２）

４，４１１
（２３．７）

４，７６９
（２５．０）

病院等の医療機関と連携して
指導にあたった

２，５７９
（１３．２）

２，５８４
（１３．７）

２，４５３
（１３．１）

２，１４８
（１１．８）

２，４７８
（１３．３）

２，６７８
（１４．１）

その他 ９８５
（５．１）

７２０
（３．８）

６５７
（３．５）

６１０
（４．１）

６７５
（３．６）

６７６
（３．５）

注１）調査対象：国公私立小・中学校。
注２）複数回答可とする。
注３）（ ）内のパーセンテージは、各区分における不登校児童生徒在籍学校数に対する割合。
出所：文部科学省（２００６、２０１０～２０１４）「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」により筆者作成。
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りとなった。

特に SSW導入後の調査結果では、「スクールカウンセラー等が専門的に指導にあたった」と

いう項目が他の項目に比べて伸びており、その後も効果のあった学校の措置調査項目中で最も高

く、数値も４０％前後で推移していることが明らかになった。

また、SSWは、不登校児童生徒に対して具体的な支援を行うために、人と環境の関係性の改

善を目指してシステム論的社会援助技術を駆使し、家庭との連携や環境への働きかけの役割を果

たしていることが一定の効果をあげているのではないかと推測することができよう。

加えて、SSWに求められる支援分野としては、導入時からのいじめ、不登校、暴力行為、児

童虐待などの生徒指導上の課題への対応に加えて、最近では学校からは見えにくい子どもの貧困

問題や社会的孤立の家庭へのアプローチなど拡がりを見せている。その背景には、問題を起こし

た児童生徒本人を中心とした従来からの生徒指導には限界があり、その児童生徒が置かれた環境

に働き掛けを行うソーシャルワークが求められていると推測する。とりわけ、子どもの貧困など

の家庭の問題は、学校の立場ではなかなか踏み込みにくい領域であり、SSWの介入がより効果

的と考えられる。

（２）「チーム学校」の実現に向けた SSWに関する法的整備

文部科学省では、「チーム学校」の実現に向けた法的整備として、はじめに学校教育法第３７条

第１４項における事務職員の職務内容の改正を行い、事務職員が主体的に校務運営に参画できるよ

うにした。

この結果、従来、「事務職員は、事務に従事する」とされていたが、改正後は、「事務職員は、

事務をつかさどる」とされ、事務職員には校長や教頭の下で学校事務について単なる処理ではな

く、責任をもって主体的・積極的に担うことが期待されることとなった。併せて、教育委員会が

指定する２校以上の学校に係る事務をこれらの学校の事務職員が共同して処理する、共同学校事

務室の設置についての規定が置かれることとなった（地教行法第４７条の５）。

次に、文部科学省では、「『次世代の学校・地域』創生プラン～学校と地域の一体改革による地

域創生～」に基づき、学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）の改正を行っている。

具体的には、専門スタッフの法的整備として部活動指導員について、平成２９年３月１４日、学校

教育法第３条及び第１４２条に基づき、学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）の一部を

改正する文部科学省令第４号を定め、その一部を以下のように改正し、平成２９年４月１日より施

行するとした。

第７８条「進学生徒の調査書等の送付」の規定の次に次の１条を加える。

第７８条の２ 部活動指導員は、中学校におけるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動

（中学校の教育課程として行われるものを除く。）に係る技術的な指導に従事する。
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さらに、SCや SSWについても、平成２９年３月３１日、学校教育法第３条及び第１４２条に基づき、

学校教育法施行規則の一部を改正する文部科学省令第２４号を定め、その一部を以下のように改正

し、平成２９年４月１日より施行するとした。

第４章第４節中第６５条の「学校用務員」の規定の次に次の２条を加える

第６５条の２ スクールカウンセラーは、小学校における児童の心理に関する支援に従事す

る。

第６５条の３ スクールソーシャルワーカーは、小学校における児童の福祉に関する支援に

従事する。

なお、これらの規定は、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校にも準用されるもの

である（学校教育法施行規則第７９条、第７９条の８、第１０４条第１項、第１１３条第１項、第１３５条第

１項）。

そこで、学校教育法及び学校教育法施行規則で規定されている学校における教育職員及びその

他の職員の職務規定や主な職務内容を整理すると、それぞれ表４、表５のようになる。

文部科学省は、これまで「スクールカウンセラー等活用事業」や「スクールソーシャルワーカー

活用事業」を進めてきたものの、SC及び SSWの法的位置づけは曖昧であり、その明確化が課題

となっていた。今回の法的整備は、学校における児童の心理に関する支援に従事する SC及び児

童の福祉に関する支援に従事する SSWについて、その名称及び職務等を明らかにするものであ

る（学校施行規則第６５条の２及び第６５条の３）。

（３）SSWの職務内容

学校教育法施行規則第６５条の３に示されている規定だけでは、SSWの職務の範囲や服務上の

義務等が明確にされていない。そこで、文部科学省では、初等中等教育局長名で「学校教育法施

行規則の一部を改正する省令の施行について（通知）」（平成２９年３月３１日）を発出している。そ

の中で、SSWの職務内容を示しているので、表６のように整理してみた。

これまで文部科学省は、SSWの職務内容については、「スクールソーシャルワーカー活用事業

実施要領」において、「�問題を抱える児童生徒が置かれた環境への働きかけ、�関係機関との

ネットワーク構築、連携・調整、�学校内におけるチーム体制の構築、�保護者、教職員等に対

する支援・相談・情報提供、�教職員等への研修」とされてきた７）。

今回、通知で示された SSWの職務内容は、教育相談等に関する調査研究協力者会議の「児童

生徒の教育相談の充実について～学校の教育力を高める組織的な教育相談体制づくり～（報告）

（以下「報告」という。）」（２０１７：１１－１４）を踏まえたものであると言えよう。

SSWには、生活（Life）モデルや BPS（boipsychosocial）モデルなどの視点に立ったソーシャ

ルワーク理論に基づきミクロ実践、メゾ実践、マクロ実践の３つレベルが求められている８）。そ

宮野・潮谷・奥村・吉田・スクールソーシャルワーカーの法的整備に関する一考察
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表４ 学校教育法で規定される職員

職 名 職務規定 主な職務内容

校長 校務をつかさどり、所属職員を監督する（学校教育法第
３７条第４項）。

・校務の掌理
・職員の監督

副校長 校長を助け、命を受けて校務をつかさどる（学校教育法
第３７条第５項）等。

・校長の補佐
・校長の命を受けた校務の掌
理
・校長の職務代理と代行

教頭 校長（副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長）
を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつ
かさどる（学校教育法第３７条第７項）等。

・校長等の補佐
・校長等の命を受けた校務の
整理
・必要に応じて児童の教育
・校長等の職務代理と代行

主幹教諭 校長（副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長）
及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並び
に児童の教育をつかさどる（学校教育法第３７条第９項）
等。

・校長及び教頭等の補佐
・校長等の命を受けた校務の
一部の整理
・児童の教育

指導教諭 児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対
して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び
助言を行う（学校教育法第３７条第１０項）。

・児童の教育
・教諭等への必要な指導助言

教諭 児童の教育をつかさどる（学校教育法第３７条第１１項）。 ・児童の教育

養護教諭 児童の養護をつかさどる（学校教育法第３７条第１２項）。 ・児童の養護

栄養教諭 児童の栄養の指導及び管理をつかさどる（学校教育法第
３７条第１３項）。

・食に関する指導
・学校給食の管理

事務職員 事務をつかさどる（学校教育法第３７条第１４項）。 ・学校事務一般

助教諭 教諭の職務を助ける（学校教育法第３７条第１５項）。 ・児童の教育

講師 教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する（学校教育法第
３７条第１６項）。

・児童の教育

養護助教諭 養護教諭の職務を助ける（学校教育法第３７条第１７項）。 ・児童の養護

注）なお、 は今回改正された部分。
出所：「学校教育法（昭和２２年法律第２６号）」（施行日平成２９年４月１日 平成２９年５月３１日公布（平成２９年法律第４１号）改正）

表５ 学校教育法施行規則で規定される職員

職名 職務規定 主な職務内容

学校用務員 学校の環境の整備その他の用務に従事する（学校教育法
施行規則第６５条）。

・学校の環境の整備その他の
用務

スクールカ
ウンセラー

児童の心理に関する支援に従事する（学校教育法施行規
則第６５条の２）。

・心理に関する支援

ス ク ー ル
ソーシャル
ワーカー

児童の福祉に関する支援に従事する（学校教育法施行規
則第６５条の３）。

・福祉に関する支援

部活動指導
員

スポーツ、文化、科学等に関する教育活動（中学校の教
育課程として行われるものを除く。）に係る技術的な指
導に従事する（学校教育法施行規則第７８条の２）。

・技術的な指導

注）なお、 は新設された部分。
出所：文部省通知「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行について」（平成２９年３月３１日）により筆者作成。
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こで、今回の通知では、敢えて個別事例へのアプローチ（ミクロレベル）、校内システムの構築

（メゾレベル）、学校を含めた教育行政のシステムの構築（マクロレベル）といった３つのレベ

ルの視点を用い、個別の事例にのみ対応するのではなく、多くの児童生徒の最善の利益に繋がる

ような支援を検討し、実践へと繋げようとしている。

さらに、教育相談等に関する調査研究協力者会議（２０１７：１１）「報告」では、SSWのことを「児

童生徒の最善の利益を保障するため、ソーシャルワークの価値・知識・技術を基盤とする福祉の

専門性を有する者として、学校等においてソーシャルワークを行う専門職」と再定義している。

これらのソーシャルワークができるためには、SSWとしての専門性がより求められることは

言うまでもない。そのため、教育相談等に関する調査研究協力者会議（２０１７：１４）「報告」では、

「SSWの資格として、社会福祉士または精神保健福祉士の有資格者で、かつ SSW教育課程修了

者９）または同等などとしている。」とより高度な専門性を求めている。

併せて、不登校やいじめ等の認知事案への対応や災害等が発生した場合の援助が追加されてい

る。これらは、「いじめ防止対策推進法」の成立や頻発する災害等に踏まえ、ソーシャルワーク

理論に基づく関係機関との連携や地域アセスメントなど SSWのメゾ実践、マクロ実践をさらに

期待するものであると考えられる。

４ 考 察

（１）SSWの法的整備

文部科学省は、「『次世代の学校・地域』創生プラン～学校と地域の一体改革による地域創生～」

（２０１６）に基づき、２０１７（平成２９）年３月３１日、学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）

を改正した。

今回の法的整備によって、SSWは、「児童の福祉に関する支援に従事する」（学校教育法施行

規則第６３条の３）ことが明記され、学校におけるその他の職員として、その職務根拠が明確になっ

た。併せて、SSWには、ソーシャルワークの価値・知識・技術を基盤とする福祉の専門性を有

する者としてより高度な専門性が求められ、学校現場での活躍をさらに期待されることになった。

一方、今回の法的整備では、事務職員の職務規定も改正され、従来、「事務職員は、事務に従

表６ SSWの職務内容

平常時の
職務

�不登校、いじめや暴力行為等問題行動、子供の貧困、児童虐待等の課題を抱える児童生
徒の修学支援、健全育成（ミクロレベル＝個人へのアプローチ）。

�自己実現を図るため、児童生徒のニーズを把握し、関係機関との連携を通じた支援を展
開。保護者への支援、学校への働き掛け（メゾレベル＝学校組織へのアプローチ）。

�自治体の体制整備への働き掛け（マクロレベル＝行政へのアプローチ）。
緊急時の
対応

�不登校、いじめ等を認知した場合又はその疑いが生じた場合の援助。
�災害等が発生した場合の援助。

出所：文部科学省通知「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行について」（平成２９年３月３１日）により筆者作成。
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事する」とされていたところを、改正後は、「事務職員は、事務をつかさどる」とされ、学校の

事務について、事務職員が一定の責任を持って処理を行うこととなった。

ところで、『法令用語辞典（第八次改訂版）』（２００１）によれば、「つかさどる」という語は、「上

級の職員については余り用いられず、これよりやや下級で一定の範囲の職務について責任を有す

る職員について多く用いられている。さらに下級の職員の職務内容を表すのには、『従事する』

という語が用いられることが多い。１０）」とある。この文脈から読み取ると、SSWの職務は教員や

事務職員と比べて低位に位置づけられていることになろう。

表７に SSWの資格要件を示しているが、社会福祉士や精神保健福祉士は、名称独占資格で、

養成課程を経て国家試験に合格しなければならない福祉の専門職に係る国家資格である。一方、

教員も教職養成課程を経て各都道県が発行する教員免許状を取得し、教員採用試験に合格しなけ

ればならない教育の専門職である。

このように両者とも、児童生徒に関わる専門職であるにも関わらず、SSWは「福祉に従事す

る」であり、教員は「教育をつかさどる」では、法令上の解釈からはその立場に大きな違いがあ

ると言えよう。加えて、教職員の多くは正職員・終身雇用にも関わらず、SSWは一部の自治体

を除いて非常勤勤務であり、日給や時間給で雇用されることが多く終身雇用でもない。また、特

定の学校でのみ勤務するというよりは、拠点校等に配置され、複数の学校を掛けもちするケース

が多い。このような雇用形態の違いの中で、複雑化・多様化した生徒指導上の諸課題を教員と連

携・分担していかねばならないことは大きな課題であると言えよう。したがって、SSWの早期

の正職員化が望まれるところであるが、このことについて、「チーム学校答申」（２０１５：３１）にお

いても、改善策として、「国は、将来的には学校教育法等において正規の職員として規定すると

ともに、公立義務教育学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律において教職員定数と

して算定し、国庫負担の対象とすることを検討する。」ことを明記している。

（２）「チーム学校」における教員との連携・分担

「チーム学校答申」（２０１５：２５）では、教員と専門スタッフ等との間で連携・分担について、「専

門スタッフの参画は、学校において単なる業務の切り分けや代替を進めるものではなく、教員が

表７ SSWの資格要件

原則 社会福祉士 社会福祉養成校（大学、短期大学、専門学校、指定養成施設）で所定の
科目を履修し、国家試験の受験資格を取得し、社会福祉士国家試験に合
格し（平成２７年度合格率２６．２％）、登録することが必要とされる専門職。

精神保健福祉士 大学等で指定科目を履修する、短大等で指定科目を履修して実務１～２
年を経験する、養成施設を経るという３つのルートを経て受験資格を得
たうえで、「精神保健福祉士国家試験」に合格し（平成２７年度合格率
６１．６％）、登録することが必要とされる専門職。

経過措置 － 福祉や教育の分野において、専門的な知識・技術を有する者または活動
経験の実績等がある者であって、SSWの職務内容を適切に遂行できる者。

出所：文部科学省「スクールソーシャルワーカー活用事業実施要領」等により筆者作成。
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専門スタッフの力を借りて、子供たちへの指導を充実するために行うものである。言い換えれば、

教員が専門スタッフに業務を完全にバトンタッチするのではなく、両者がコラボレーションし、

より良い成果を生み出すために行うものである。」としているものの、図２からは専門スタッフ

の業務は、教員の業務の補完的な意味合いが強いと言えるのではないか。

このことについて、今村・下田（２０１６：１００）は、「チーム学校」における教員と専門スタッフ

との連携・分担の在り方について、図２のイメージ図では「ただの縦割り業務の印象であり、チー

ムとしてのイメージがもちづらい。」としている。さらに、「図２のような業務項目ごとの分担は

意味をなさない。むしろ項目１つ１つについて、教職員や専門スタッフが分担するイメージであ

り、…中略…、SCと SSW、指導教員、養護教諭、地域連携教員等が連携して対応できる体制が

現実的ではないか。」と、専門性協働（連携）、本稿でいう多職種連携の推進を指摘している。

なお、SCや SSWなどの専門スタッフ１１）のことを、「子どもたちへの指導を充実させるために、

専門的な能力や経験等を生かして、教員と連携・分担し、教員とともに教育活動に当たる人材」

と定義しており、「チーム学校」の一員として、学校全体や子どもたちの状況に関心を持ち、教

員の職務を理解して、必要に応じて柔軟に業務を担うことができる者を想定している。しかも、

連携・分担については、「校長の指揮監督の下、権限や責任が分担されている教職員と専門スタッ

フとの関係など」と注釈がなされている（「チーム学校答申」（２０１５：１１））。

（３）「チーム学校」における多職種連携の構造

「チーム学校」では、教員の他に、多様な専門性を持つ外部のスタッフを学校に配置し、学校

図２ 「チーム学校」による教職員等の役割分担の転換（イメージ図）
出典：中央教育審議会（２０１５）「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について」。
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組織全体が一つのチームとして力を発揮することで、学校の教育力・組織力を向上させようとし

ている。しかし、多様な専門スタッフが学校内に増えても学校の教育力・組織力が向上するとは

限らず、専門スタッフ相互の専門性の違いにより�藤、衝突が増すことが考えられ、ますます多

職種連携が求められることになる。このような多職種連携の動きは、すでに医療・保健・福祉な

どの分野では日常的に行われている。その背景には、例えば、医療分野では同じ病名が付いても

患者（利用者）を診る医師と看護師とでは専門性の違いから見るところ、見えるところが微妙に

違ってくることなどがあるからである。さらに、福祉分野まで広げると、ケアマネジャーや理学

療法士、作業療法士などでも、専門性が高まるほど患者（利用者）に対する見方や見え方はそれ

ぞれ異なり、そのアセスメントも違ってくる。そこで、医療・保健・福祉などの分野では、多く

の専門職が連携して、患者（利用者）の支援を行う多職種連携が必要不可欠となってきている。

例えば、回復期の病院では、医師や看護師、社会福祉士（医療ソーシャルワーカー）、ケアマネ

ジャー、サービス事業所などを含めた多様な職種が意見交換をしながら、治療や支援の方針を検

討する退院前ケースカンファレンスが日常的に行われている。そこで、本学を含めたいくつかの

大学では、学生のうちからまず多職種連携の言葉の理解や必要性、実践方法などを学び、実際に

多職種の学生が顔を合わせて学ぶ共修授業を進めているのである。

しかしながら、身内の教員がほとんどで外部の専門スタッフの割合が少ないわが国の学校組織

では、多くの専門職が連携して教育指導や生徒指導に当たる土壌が育っていないと言えよう。し

たがって、学校組織全体が一つのチームとして力を発揮するためには、より多職種連携の土壌が

求められる。そこで、荊木・淵上（２０１２：３４）の学校における協働（連携）についての考察を援

用して、今回法的に整備された「チーム学校」の構成員間の協働（連携）関係を図３に示すよう

に整理してみると、「チーム学校」には専門性協働と均質性協働の２つのベクトルが存在すると

言えよう。このうち、同僚性を背景とする均質性協働のベクトルでは、職務内容に水平的構造を

有し、能力や経験年数によるタテの関係も働くため、ある程度の協働は可能であると考えられる。

それに対して、異なる学問的背景を有する専門性協働のベクトルでは、職務内容に階層的構造を

有し、お互いの立場や専門性をリスペクトできるヨコの関係が必要となる。したがって、そこで

は、お互いの立場を理解し合う共通言語を獲得しないと、話自体が通じないことが多々あるので

はないかと考えられる。そのため、荊木・淵上（２０１２：３６）も、「教育的諸問題の解決を図るた

め、学校の組織力向上を検討するためには、両者の有機的な協働が重要である」ことを指摘して

いるように、専門性協働と均質性協働の２つのベクトルが同じ方向に機能する取り組みが求めら

れる。また、このことを数学的に表現するならば、限りなく内積１に近づける取り組み、すなわ

ち、次のようになるだろう。

���
���

専門性協働・均質性協働 ＝｜専門性協働｜｜均質性協働｜����≒ １ ……�

ただし、nは各学校の多職種連携への取り組みとする。
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ところで、専門性協働と均質性協働との関係性について、「専門性協働の媒介変数として均質

性協働が存在する」としている荊木・淵上（２０１２：４０）は、「専門性協働がより円滑・発展的に

展開されるための要素として、均質性協働の組織開発、管理職のリーダーシップ、教員間の協働

的雰囲気」の３つを挙げているが、特に管理職のリーダーシップは学校内に同僚性と協働性の高

い文化を作り出す上で、重要な役割を果たすと考えられる。

加えて、「チーム学校答申」（２０１５：４６－４９）においても、管理職のリーダーシップ、養成、選

考・登用、研修の重要性が強調されているように、「チーム学校」における管理職には、多様な

教員はもとより SCや SSWなどさまざまな専門スタッフを包摂しつつ、組織としての統合性を

高めるための学校マネジメントが必要となり、そのキーパーソンは、校長となるだろうと考えら

れる。

（４）「チーム学校」における多職種連携の論理モデル

多職種連携の土壌が育っていない学校において、児童生徒を中心に据えて多職種連携を進める

上での１つの手がかりになるのは管理職がリーダーシップを発揮した多職種によるケース会議の

開催が考えられる。多職種連携では、個々の専門職の視点よりむしろチームとしての視点で包括

的にとらえることを重視している１２）。このことは例えば、図３に示すように、直接指導する学級

担任を含む教諭が見る児童生徒Ａの姿（児童生徒Ａが見せる姿）をＡ１とする。次に、より受容

性が高い養護教諭が見る児童生徒Ａの姿（児童生徒Ａが見せる姿）をＡ２とすると、同じ教員で

あってもＡ１とＡ２とが微妙に異なることは容易に想像がつく。さらに直接指導をする機会が少な

い栄養教諭や事務職員には、児童生徒Ａの姿はＡ３あるいはＡ４と見える（見せる）かもしれない。

また、心理や福祉の専門職である SCや SSWが児童生徒Ａを見ると、さらに違ったＡ５、Ａ６とい

図３ 「チーム学校」における専門性協働と均質性協働
出所：荊木・淵上（２０１２：３６）により筆者作成。
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う姿が見えて（見せて）くると思われる。したがって児童生徒Ａを包括的にとらえることを論理

的に表すと、次のようになるだろう。

児童生徒Ａ＝児童生徒Ａ１∪児童生徒Ａ２∪児童生徒Ａ３∪………∪児童生徒Ａn ……�

ただし、nは各学校の職員職種数とする。

複雑化・多様化する学校課題、特に生徒指導上の課題への対応では、教職員、SC、SSWなど

の多職種がチームとして、式�のように包括的に児童生徒（保護者）をとらえ、支えていくこと

が必要になってきているのである。「チーム学校」を実現するためには、なによりも教員や専門

スタッフなどの多職種が学校ビジョンやミッションを共有し、共通言語をもって児童生徒を包括

的・全人的にとらえる学校経営が第１に求められるものと考えられる。

（５）「チーム学校」における多職種連携の展開

以上のように、多職種連携で重要なことは、教員や専門スタッフなど多職種による役割分担も

大切なことであるが、根本的なことはチームとしてそれぞれの専門職が自分の専門性から見えに

くい部分を他職種から補ってもらい、児童生徒自身を全人的に理解し、そのよさや可能性を引き

出すことではないだろうか。山野ら（２０１０：４２９）も、専門スタッフを加えたケース会議におけ

る多職種連携について、「ケース会議に参加することで当該事例だけでなく、教員が抱えていた

事例へのヒントが得られ、問題が大きくなる前に対応できるようになったり、今まで教員のみの

視点だったが違った視点で多面的に子ども・家族のことが見れるようになったと言われてい

図４ 「チーム学校」における多職種連携（モデル図）
出所：筆者作成。
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る。」と述べている。このことを通して、SC、SSWなどの専門スタッフが多職種連携を展開す

る上で、学校組織の中心である教員との関係性の構築することができるのではないかと考える。

内海ら（２０１５：１３４）は、カナダにできた CIHC（Canadian Interprofessinal Health Collaborative）

が挙げている多職種による協働のコンピテンシーを紹介している。それによれば、メンバー間の

意思決定に関しての共通理解と信頼関係の構築、他職種の役割・責任・コンピテンシーなどの多

様性の理解と尊重、他職種の知識や技能へのアクセス、専門職間の対立解決等が挙げられている。

特に、専門職間の対立要因として、役割の不明確、権威勾配（ヒエラルキー）、異なる目線など

を指摘している。これらは「チーム学校」の実現に向けて示唆あるものと言えよう。「チーム学

校」を実現していくためには、教員と専門スタッフとが、「つかさどる」と「従事する」という

職務規定上の違いや雇用形態の違いに配慮しつつ、チームとしての意識を共有した上で、多職種

連携で学校教育を担うことが重要であると考える。

すでに文部科学省の『生徒指導提要』（２０１０：１１８）では、多職種連携について、「連携は、コ

ラボレーションの考え方を基に行うことが原則です。コラボレーションとは、専門性や役割が異

なる専門家が協働する相互作用の過程を指します。」と述べている。校長のリーダーシップの下、

教職員や学校内外の多様な人材が、それぞれの専門性を生かして能力を発揮し、児童生徒に必要

な資質・能力を確実に身に付けさせることができる「チーム学校」の実現は、SSWなどの専門

スタッフの正職員化を待たずして現段階でも実現できるものではないだろうか。

５ 結 論

２００８（平成２０）年度から「スクールソーシャルワーカー活用事業」が開始され、１０年目を迎え

ようとしている。この間、事業推進に当たってはさまざまな課題があったものの、「スクールソー

シャルワーカー活用事業」は不登校問題などで着実にその成果を上げつつある。また、子どもの

貧困問題などでは SSWによるソーシャルワーク的なアプローチのニーズが高まっていることか

ら、今後ますます「スクールソーシャルワーカー活用事業」は拡大していくものと考えられる。

今回の法的整備で、これまで曖昧であった SSWの職務内容の根拠が明文化されたことは意義

あることであろう。これによって、SSWは問題を抱えた児童生徒はもとより、児童生徒を取り

巻く社会環境に働きかけ、家庭、学校、地域の関係機関をつなぎ、児童生徒の悩みや抱えている

問題の解決に向けて支援する専門職であることが法的に位置づけられた。しかし、教育の専門職

である教員や事務の専門職である事務職員の職務規定が「つかさどる」と定められているのに対

して、SSWの職務規定が「従事する」と法解釈上は低位に留められている。このことは、互い

の職をリスペクトしながら、それぞれの専門性を生かして協働する多職種連携の視点に立つと今

後の課題であると言わざるを得ない。

今日、複雑化・多様化した教育課題に対応するためには、「チーム学校答申」が唱える連携・

分担よりも一歩踏み込み、SSWなどの専門スタッフにも一定の裁量を保障した上で、教員や専

宮野・潮谷・奥村・吉田・スクールソーシャルワーカーの法的整備に関する一考察
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門スタッフによる多職種連携に基づく教育実践が望まれるのではないか。

教員が教育分野の専門職であると同様、福祉分野の専門職である SSWが「子どもの幸せ」を

共通目標に、互いの職をリスペクトしながら多職種連携でソーシャルワークを進めることが、教

員の仕事の無限定性を一部を限定化することで負担軽減につながるのではないか。

教員と SSWとの連携・分担を多職種連携の立場から論じるならば、学校教育法施行規則の改

正に留まらず、学校教育法等を改正して常勤化するとともに、SSWの職務規定が「従事する」

から「つかさどる」へ改正され、それぞれが専門職として「チーム学校」の実現を目指して子ど

もたちと向き合える時代がくることが望まれるであろう。

６ 今後の課題

「チーム学校答申」（２０１５：１６）において、専門スタッフの参画については、「専門スタッフが

日常的・継続的に児童生徒と関わることができるよう、十分な体制と処遇の確保も必要である。」

としている。特に、SCと SSWについては、「職務内容等を法令上明確化し、将来的には、学校

教育法等において正規の職員として規定するとともに、教職員定数として算定し、国庫負担の対

象とすることを検討する。」と明記している。

したがって、今後、SCや SSWの学校教育法改正による職員化の議論は進むだろうが、その定

数化、正職員化となると相応の予算措置が必要となる。国の財政事情が厳しい状況の中では、教

職員の定数を巡る文部科学省と財務省との折衝は、毎年度、予算編成の議論となっており、教職

員定数について文部科学省は、財務省から多面的なエビデンスに基づく実証が求められている１３）。

したがって、これまでの文部科学省と財務省との予算折衝からも推測されるように、SCや SSW

の定数化や正職員化にはさまざまな課題が残されていると言えよう。

そこで、「チーム学校」における教員との連携・分担が絵に描いた�にならないためには、SSW

の職務の改正や配置の拡充を一方的に主張するだけではなく、山野ら（２０１５：１９５）が提唱して

いるようにスクールソーシャルワーク実践成果の可視化に基づくエビデンスをもった取り組みが

必要であろう。SSWの職務は、「児童の福祉に関する支援に従事する」とあるものの、与えられ

た業務を指示通りにこなすだけでなく、学校のビジョンの実現に向けて、自らやるべきことを考

え、SSWだからこそできる主体的な実践が求められている。

また、SSWのさらなる専門性の確保のためには、「スクール（学校）ソーシャルワーカー教育

課程認定校事業」などの事業を推進するととに、「認定社会福祉士制度」１４）を活用して高度な専

門性を獲得していく体系的な養成課程の整備が求められるのではないか。

今後は、SSWに係る法整備の目的が実現され、子どもたちの学びの質の向上につながってい

けるようこれからの政策動向を注視していきたい。
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１０）吉国一郎、角田禮次郎、茂串俊、味村治、工藤敦夫、大出峻郎、大森政輔、津野修共著『法令用語辞典（第

八次改訂版）』学陽書房、５４１頁．

１１）「チーム学校答申」（２０１５：３０－４５）では、教員以外の専門スタッフとして、１）心理や福祉に関する専門ス

タッフ、２）授業等において教員を支援する専門スタッフ、３）部活動に関する専門スタッフの４区分と、SC

や SSWなどを含めて１１の職種を示している。

１２）埼玉県立大学編『IPWを学ぶ』中央法規、２００９、４頁．
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